
平成２９年（２０１７年）１２月４日 
建 設 委 員 会 資 料 
都市基盤部住宅政策担当 

(第７７号議案) 

中野区立福祉住宅条例（平成１０年中野区条例第１８号）新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１０条 （略） 第１条～第１０条 （略） 

（使用料の決定） （使用料の決定） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、第１３条の

規定による収入に関する報告がない場合

（同条ただし書に規定する場合を除く。）

において、法第３４条の規定による収入

状況の報告の請求を行ったにもかかわら

ず、福祉住宅の使用者がその請求に応じ

ないときは、当該福祉住宅の使用料は、

近傍同種の住宅の家賃の額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１３条の

規定による収入に関する報告がない場合

において、法第３４条の規定による収入

状況の報告の請求を行ったにもかかわら

ず、福祉住宅の使用者がその請求に応じ

ないときは、当該福祉住宅の使用料は、

近傍同種の住宅の家賃の額とする。 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

（収入に関する報告） （収入に関する報告） 

第１３条 使用者は、規則で定めるところ

により、毎年度、区長に対して、収入に

関する報告をしなければならない。ただ

し、使用者が公営住宅法施行規則（昭和

２６年建設省令第１９号。以下「省令」

という。）第８条各号に掲げる者に該当

する場合において、収入に関する報告を

すること及び法第３４条の規定による収

入状況の報告の請求に応じることが困難

な事情にあると区長が認めるときは、こ

の限りでない。 

第１３条 使用者は、規則で定めるところ

により、毎年度、区長に対して、収入に

関する報告をしなければならない。 

（収入の認定等） （収入の認定等） 

第１４条 区長は、前条本文の報告に基づ

き（同条ただし書に規定する場合にあっ

ては、省令第９条に規定する方法により）

使用者の収入の額を認定し、使用者に対

して、その認定した額（以下「収入認定

第１４条 区長は、前条の報告その他の資

料に基づき使用者の収入の額を認定し、

使用者に対して、その認定した額（以下

「収入認定額」という。）を通知する。 



額」という。）を通知する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第１５条～第２２条 （略） 第１５条～第２２条 （略） 

（同居の許可） （同居の許可） 

第２３条 福祉住宅の使用者は、当該福祉

住宅への入居の際に同居した親族以外の

者を同居させようとするときは、省令第

１１条で定めるところによるほか、規則

で定めるところにより、区長の承認を受

けなければならない。 

第２３条 福祉住宅の使用者は、当該福祉

住宅への入居の際に同居した親族以外の

者を同居させようとするときは、公営住

宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１

９号。以下「省令」という。）第１０条

で定めるところによるほか、規則で定め

るところにより、区長の承認を受けなけ

ればならない。 

２ （略） ２ （略） 

（使用権の承継） （使用権の承継） 

第２４条 福祉住宅の使用者が死亡し、又

は退去した場合において、その死亡時又

は退去時に当該使用者と同居していた者

が引き続き当該福祉住宅に居住を希望す

るときは、省令第１２条で定めるところ

によるほか、規則で定めるところにより、

区長の承認を受けなければならない。 

第２４条 福祉住宅の使用者が死亡し、又

は退去した場合において、その死亡時又

は退去時に当該使用者と同居していた者

が引き続き当該福祉住宅に居住を希望す

るときは、省令第１１条で定めるところ

によるほか、規則で定めるところにより、

区長の承認を受けなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

第２５条～第３８条 （略） 第２５条～第３８条（略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１１条第２

項、第１３条ただし書及び第１４条第１

項の規定は、平成３０年４月以後の月分

の使用料について適用し、同年３月以前

の月分の使用料については、なお従前の

例による。 




